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（２）給料および職員手当の増減額の明細

区    分 増    減    額 増 　減 　事 　由 　別 　内 　訳

千円  千円  
  給    料  1 昇給に伴う増加分

 2 その他の増減分

職員手当

 2 その他の増減分 237,292  

△ 11,347  

15,456  26,803  

262,901   1 職員手当制度改正に伴う増減分 25,609  
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説                 明 備                         考

千円  
  普通昇給に伴う増加分

昇給期    職員数
 7 月 430人  

  職員数の増減および職員の新陳   職員数の異動状況

  代謝等による増減分 現 に 在 職
する職員数  その他 計　

本年度 631人   3人   634人    
前年度 644人   △ 13人   631人    
増　減 △ 13人   16人   3人    

  採用退職等の状況
  採 　用     退職（見込）

本年度 18人   32人

前年度 10人   23人

  職員数の増減および職員の新陳
  代謝等による増減分

237,292  

26,803  

△ 11,347  

　改正後　年間　4.60月

　増減分
25,609  

  平均昇給率   1.5％

　期末、勤勉手当支給率改正に伴う

　改正前　年間　4.50月
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（３）給料および職員手当の状況

    ア　職員１人当たり給与

円 円

358,545

円 円

422,679

　歳 月 月

6 56 6

円 円

371,932

円 円

439,297

　歳 月 月

3 55 8

    イ　初任給

円 円

     ―

　歳

145,600

183,700

148,600

185,200

高 校 卒

大 学 卒

平 均 年 齢

国  の  制  度

143,000

一　般　技  能  職

138,000

高 校 卒

一  般  行  政  職

平均給与月額

平 均 年 齢

146,000

417,040

中 学 卒

高 校 卒

高 校 卒

平均給料月額

43

平均給与月額

中 学 卒

区            分 一  般  行  政  職

平均給料月額

区          分

市  の  制  度

大 学 卒

30年1月1日
現　　　在

31年1月1日
現　　　在

325,812

　歳

328,088

418,390

43

一　般　技  能  職
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円 円

372,733 284,664

円 円

443,519 371,684

歳 月 歳 月

5 2

円 円

336,575 292,138

円 円

411,288 371,321

歳 月 歳 月

5 9

円 円

161,700      ―

185,500 191,000

164,700 198,800

186,900 210,900

短大３卒

大  学  卒

医  療  技  術  職

医  療  技  術  職

看  護 ・ 保  健  職

38

38

看  護 ・ 保  健  職

53

短  大  卒

大  学  卒

51

短  大  卒

大  学  卒

短大３卒

大  学  卒
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    ウ　級別職員数

12
 ( 　0)   (    0.0)

44
 ( 　0)   (    0.0)           (   0) (    0.0)
130

 (   6)   (   17.1)           (   0) (    0.0)
216

 (  28)   (   80.0)           (   4) (  100.0)
125

 (   1)   (    2.9)           (   0) (    0.0)
527 100.0

 (  35)   (  100.0)           (   4) (  100.0)
12

 ( 　0)   (    0.0)
46

 ( 　0)   (    0.0)           (   0) (    0.0)
135

 (   5)   (   14.3)           (   0) (    0.0)
214

 (  30)   (   85.7)           (   7) (  100.0)
133

 (   0)   (    0.0)           (   0) (    0.0)
540 100.0

 (  35)   (  100.0)           (   7) (  100.0)

（ ）内は、短時間勤務職員であり、外書きである。

1.2

39.5

81

3.7

55.6

3

45

32

1

3.8

46.8

48.1

79

4  級

計

38

41.0 37

25.0

24.7

2  級
39.6

3  級

100.0

1  級

2.3

2  級

8.3

24.7

23.7

4  級

2.2

構 成 比 （％）

 2 級  主任

1 1.3

3

 1 級  主事

職 員 数 （人） 職 員 数 （人）

3  級

5  級

1  級

 4 級  主査

一　般　技  能  職

構 成 比（％）

一  般  行  政  職

区      分 級

31年1月1日
現      在

5  級

計

30年1月1日
現      在

 5 級  部長
 4 級  課長

8.5

標準的な職務内容

100.0

 2 級  主任
 3 級  係長

 3 級  副主査

 1 級  主事
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1
(   0)   (    0.0) (   0)   (    0.0)

2
(   1)   (  100.0) (   1) (  100.0)

0
(   0)   (    0.0) (   0) (    0.0)

3 16
(   1)   (  100.0) (   1) (  100.0)

1
(   0)   (    0.0) (   0)   (    0.0)

3
(   0)   (    0.0) (   1) (  100.0)

0
(   0)   (    0.0) (   0) (    0.0)

4 13
(   0)   (    0.0) (   1) (  100.0)

 3 級  係長  3 級  係長
 2 級  主任  2 級  主任

 1 級  主事

75.0

0.0 6

125.0

100.0

0.0 62.510

33.3 2

4

100.0

46.2

職 員 数 （人）

 1 級  主事

25.0

看  護 ・ 保  健  職

12.5

66.7

100.0

構 成 比 （％）職 員 数 （人） 構 成 比 （％）

医  療  技  術  職

46.26

7.6

100.0
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    エ　昇給

※ここに昇給の別表を入れてください。

    オ　期末手当、勤勉手当

月 月 月

（ ）内は、再任用職員にかかる支給割合である。

( 1.20)

国 の 制 度

2.30

(2.35)

(2.35)

(2.40)

( 1.175)( 1.175)

4.45

( 1.25)

2.225 2.225 有

区      分

本  年  度

６  月

2.175

( 1.20)

前  年  度

( 1.10)

支 給 期 別 支 給 率

12  月

2.325

2.30

支給率計

4.50

4.60

職 制 上 の 段 階 、 職 務 の

級 等 に よ る 加 算 措 置

  部長職     20％  課長職  　15％
  係長職　    6％　副主査職   5％
　主任職 　 　3％

  部長職     20％  課長職  　15％
  係長職　    6％　副主査職   5％
　主任職 　 　3％
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66.7 100.0

（人） 20 19 1

比 率 （ Ｂ ） / （ Ａ ） (％) 67.8 72.6 27.3

号 給 数
内 訳

0 0

５号給 （人） 106 97 5 0 4

６号給

0 0

４号給 （人） 284 255 14 2 13

- -

２号給 （人） - - - - -

１号給 （人） - - -

３号給 （人） 20 19 1

3 17

　昇給に係る職員数　（Ｂ） （人） 430 390 21 2 17

本

年

度

　職　　員　　数　　　　（A） （人） 634 537 77

区　　　分 合計 一般行政職 一般技能職 医療技術職 看護・保健職

2 14

　職　　員　　数　　　　（A） （人） 631 534 80 3

- - - -

14

　昇給に係る職員数　（Ｂ） （人） 434 396 22

-

２号給 （人） - - - - -

１号給 （人）

2 11

３号給 （人） 20 19 1 0

107 99 5 0

0

４号給 （人） 287 259 15

3

６号給 （人） 20 19 1 0 0

５号給 （人）

前

年

度

号 給 数
内 訳

比 率 （ Ｂ ） / （ Ａ ） (％) 68.8 74.2 27.5 66.7 100.0



    カ　定年退職にかかる退職手当

    キ　地域手当

    ク　特殊勤務手当

％ ％ ％ ％

    ケ　その他の手当

0.000.08

15

  福祉現業手当、賦課・徴収事務手当

10.4 11.8 0.03.8

15

全  職  種

代  表  的  な  職  種

一般行政職 一般技能職 医療・保健職

国 の 指 定 基 準 に
基 づ く 支 給 率

0.03

 ％

 人

 ％

0.07

区            分

632支 給 対 象 職 員 数

支給対象職員の比率
（31年 1月 1日現在）

代 表 的 な 特 殊 勤 務
手 当 の 名 称

支給率等

区    分

月分 月分

20年勤続
の    者

25年勤続
の    者

  30.5

通 勤 手 当  運賃相当額（支給限度額  55,000円）

扶 養 手 当

支 給 率

 管理職を除く35歳未満の世帯主等
 （借家・借間）
                    　       15,000円

住 居 手 当

給料総額に対する比率

国   の   制   度

 運賃相当額（支給限度額  55,000円）

 配  偶  者  　　　　　　　 6,500円
 父　母　等  　　　　　　　 6,500円
 　　子　　  　　　　　　　10,000円

 満16歳の年度初めから満22歳の年度末
 までの子 1人につき   5,000円を加算

国の制度
（支給率等）

  47.709

  23.0

  24.586875   47.709

  43.0

  33.27075

 借家、借間居住職員に対する支給限度額

　　　　　　　　　　　     27,000円

そ の 他 の
加算措置等

  43.0

区       分 市   の   制   度

                 課長職　　　係長職以下
 配  偶  者  　　3,000円　　　 6,000円
 父　母　等  　　3,000円　　　 6,000円
 　　子　　  　　9,000円　　　 9,000円

 満16歳の年度初めから満22歳の年度末
 までの子 1人につき   4,000円を加算

月分

35年勤続
の    者

最高限度

月分

定年前早期退職
特  例  措  置
(2～45％加算)
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